


 

 

独立行政法人福祉医療機構中期目標 

 

平成１５年１０月 １日付厚生労働省発社援第 1001001 号指示 

変更：平成１６年 ３月３１日付厚生労働省発社援第 0331012 号指示 

        変更：平成１６年１１月３０日付厚生労働省発社援第 1130001 号指示 

変更：平成１８年 ３月３１日付厚生労働省発社援第 0331008 号指示 

 

 

独立行政法人福祉医療機構は、国の福祉政策及び医療政策と密接に連携しつつ、貸付その他

の公共性の高い多様な事業を公正かつ総合的に実施することにより、わが国の福祉の増進並び

に医療の普及及び向上に貢献することが期待されている。 

 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第１項の規定に基づき、独立行

政法人福祉医療機構が達成すべき業務運営に関する目標を次のように定める。 

 

平成１５年１０月１日 

                              厚生労働大臣 

                                坂 口   力  
 
 

第１  中期目標の期間 

   独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第２９条第２項第１号の中期目標の期間

は、平成１５年１０月から平成２０年３月までの４年６か月とする。 

 

 

第２ 法人全体の業務運営の改善に関する事項 

   独立行政法人化する趣旨を十分に踏まえ、業務実施方法の抜本的な改善を図り、機構に

期待される社会的使命を効率的、効果的に果たすことができるよう、経営管理の充実・強

化を図ること。 

（１）効率的な業務運営体制の確立 

組織編成、人員配置を実情に即して見直すとともに、業績評価等を適切に行うことによ

り、効率的な業務運営体制を確立すること。 

（２）業務管理の充実 

業務の計画的な推進を図るとともに、継続的な業務改善やリスク管理の徹底のための仕

組みを導入することにより、業務管理を充実させること。 

（３）業務運営の効率化に伴う経費節減 

一般管理費、福祉保健医療情報サービス事業費等の経費については、効率的な利用に努

め、中期目標の期間の最終の事業年度において、平成１４年度と比べて１３％程度の額を

節減すること。 

なお、労災年金担保貸付事業に係る一般管理費、労災年金担保貸付業務経費等の経費に

ついては、中期目標の期間の最終の事業年度において、事業開始年度である平成１６年度



 

 

と比べて９％程度の額を節減すること。 
また、承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務

に係る一般管理費及び業務経費等の経費（承継年金住宅融資等債権管理回収業務に係

る金融機関及び債権回収会社への業務委託費並びに抵当権移転登記経費並びに承継教

育資金貸付けあっせん業務に係る転貸法人への業務委託費を除く。）については、中期

目標の期間の最終の事業年度において、業務開始年度である平成１８年度と比べて

３％程度の額を節減すること。 

さらに、福祉医療貸付事業費については、中期目標の期間の最終の事業年度において、

平成１４年度と比べて５％程度の削減を目指すこと。この場合、社会経済情勢の変化等を

踏まえた政策的要請や金融情勢の変化により影響を受けることについて配慮する。 
「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成１８年

度以降の５年間において、国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うこと。これを

実現するため、現中期目標期間の最終年度までの間においても、必要な取組を行うこ

と。 

併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体系の見直しを進めること。 
（４）利用者に対するサービスの向上 

個人情報保護に配慮しつつ、利用者情報の総合化や利用者に対する調査の実施により、

業務運営における利用者対応の充実を図ること。 

（５）業務・システムの最適化の実施 

福祉医療貸付事業、福祉保健医療情報サービス事業、退職手当共済事業、年金担保

貸付事業及び承継年金住宅融資等債権管理回収業務の業務の見直しと併せて、システ

ム構成及び調達方式の見直しを行うことにより、システムコスト削減、システム調達

における透明性の確保及び業務運営の合理化を図ること。 

このため、当該事業等に係る業務・システムの監査及び刷新可能性調査を実施し、

これらを踏まえ、平成 19 年度までに業務・システムの最適化計画を策定し、公表する

こと。 

 

 

第３  事業毎の業務運営の改善に関する事項 

通則法第２９条第２項第２号の業務運営の効率化に関する目標及び同項第３号の国民に

対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標のうち、事業毎に掲げるも

のは、次のとおりとする。 

 

 

１ 福祉医療貸付事業 

  福祉医療貸付事業については、国の福祉政策及び医療政策に即して民間の社会福祉施設、

医療施設等の整備に対し長期・固定・低利の資金を提供すること等により、福祉、介護、医

療サービスを安定的かつ効率的に提供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意して

その適正な実施に努めること。 

  また、特殊法人等整理合理化計画（平成１３年１２月１９日閣議決定、以下「整理合理化



 

 

計画」という。）に基づき、貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、引き続き

適切に実施するとともに、病院等融資については、中期目標期間中も「民間でできるものは、

できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、融資対象事業を医療政策上真に必要なものに

限った上で、コストに応じた金利設定の導入を検討し、段階的に実施すること。 

（１）業務運営の効率化に関する事項 

ア  国の福祉政策や医療政策における政策目標を着実に推進するため、政策融資の果たす

べき役割を踏まえつつ、政策効果の高い融資内容となるよう努めること。 

イ  政策融資としての機能を毎年点検することとし、事業内容を不断に見直す等事業の効

率化を進めること。また、中期目標期間中の新規契約分のうち、国の政策目的の達成の

ために特に定めるもの以外は、将来にわたる利差益を確保するよう事業運営を行うこと。 

ウ  既存施設の増改築や新設施設の中長期の需要動向を可能な限り事前予測することに

より、事業の計画的な推進を図ること。 

エ  民業補完の観点から、貸付対象となる事業の政策上の重要性を勘案しつつ、民間金融

機関による融資の促進策等、民間資金の一層の活用を図る方策を検討し、段階的に導入

すること。 

（２）業務の質の向上に関する事項 

ア  審査業務の迅速化により、特殊異例な案件を除き、借入申込み受理から貸付内定通知

までの年平均所要期間を、中期目標期間中に福祉貸付については４か月以内に、医療貸

付については３か月以内に短縮すること。 

イ  貸付契約締結後の資金交付については、請求内容の不備が著しいもの等を除き、請求

後２０営業日以内に行うこと。 

ウ  借入申込み書類の簡素合理化等により、利用者の事務手続き負担の軽減を図ること。 

エ  相談窓口の体制整備や受託金融機関への業務指導の徹底により、契約前の利用者サー

ビスの向上を図ること。 

 

 

２ 福祉医療経営指導事業 

  福祉医療経営指導事業（集団経営指導（セミナー）、個別経営診断及び開業医承継支援事業）

については、民間の社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的な立場から経営に関わる

正確な情報や有益な知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断することにより、福祉、

介護、医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を支援するため、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努めること。 

（１）業務運営の効率化に関する事項 

ア  集団経営指導については、開催方法の工夫等による効率化や適正な受講料の設定に努

めること。 

イ 個別経営診断については、実地調査を伴うもの及び償還の緩和申請や経営安定化資金

の融資申請に義務付けられているものを除き、事務処理の迅速化により、申込書の受理

日から報告書の提示までの期間を中期目標期間の平均で６０日以内に短縮すること。 

（２）業務の質の向上に関する事項 

ア  経営指導業務の質の向上を図るため、担当部門の調査研究能力の充実強化に努めるこ



 

 

と。 

イ  集団経営指導については、セミナー利用者の受講機会を確保するため、中期目標期間

の平均で遅くとも実施２か月前までに開催内容を告知すること。 

  また、中期目標期間中においては、国の政策、方針により受講対象者が変動する法人・

施設開設者向けのセミナーを除き、中期目標期間中の延べ受講者数を、９,６００人以上

とすること。 

ウ  個別経営診断については、社会福祉や医療の制度変更、経営環境の変化等による経営

者のニーズを的確に把握し経営診断の対象拡大又は診断手法の確立を行うこと。 

エ  開業医承継支援事業について中期目標期間中における紹介件数の総数を１３５件以上

とするとともに、譲渡希望及び開業希望の登録後のフォローアップ・サービスを充実強

化すること。 

 

 

３ 長寿・子育て・障害者基金事業 

  長寿・子育て・障害者基金事業については、国から出資を受けた長寿・子育て・障害者基

金の運用益（独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律（平成１６年法律第１３９

号）による改正後の独立行政法人福祉医療機構法（平成１４年法律第１６６号。以下「機構

法」という。）附則第１１条第１項に基づく場合にあっては、基金の一部を取り崩すことによ

り得られた利益とする。）を用いて、独創的・先駆的な活動など民間の創意工夫を活かしたボ

ランティア団体等における自発的な福祉活動に対し、次に掲げる方針の下で、効果的に資金

助成を行うことにより、多様な福祉ニーズに対応できる社会環境の醸成に努めること。 

① 国における社会福祉施策の推進とあいまって、高齢者・障害者の在宅福祉と生きが

い・健康づくり、子育て支援、障害者の社会参加等、社会福祉の振興を図ること。 

   その際、助成団体としての専門性・自主性を発揮して、民間福祉活動の推進が必要な
分野に資金助成が適切に行われるように配慮すること。 

       その中で、専門的助成団体として、地域における独創的・先駆的事業への助成につ      
いて、国の政策の動向や事業評価の結果も踏まえ、毎年度４分野以上重点助成分野を      
設け、優先的に助成を行うこと。 

    また、機構法附則第１１条第１項に基づき、障害者スポーツの振興のために特に必要

な助成の対象とする活動は、独立行政法人福祉医療機構法の一部を改正する法律（平成

１６年法律第１３９号）の制定趣旨を踏まえ、障害者スポーツ国際大会の開催及び選手

派遣（選手強化に関する活動を含む。）に関する活動とすること。 

② 全国的な活動から地域の実情に即したきめ細かな活動、あるいは独創的・先駆的な活

動など、多種多様に展開される民間福祉活動に幅広く対応することとすること。 

  このため、中期目標期間内において、地域における特定非営利活動法人等による活動

の育成・支援に特に留意すること。 

③  整理合理化計画に基づき、助成した事業の事後評価の実施、評価結果を反映した資源

配分を実施すること。 

        
このため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めること。 



 

 

 

（１）業務運営の効率化に関する事項 

ア  基金の運用については、安全かつ確実な方法による運用を基本としながらも可能な限

り運用効率を高めるよう努めること。 

イ  助成金の交付申請の受理から交付決定までの所要期間について、事務処理の効率化を

図り、申請内容の不備などを除き、中期目標期間最終年度において平均で３０日以内で

処理するよう努めるものとする。 

（２）業務の質の向上に関する事項 

ア 助成の仕組みや手続が国民に理解しやすく利用しやすいものとなるように、その見直

しを進め、手続の簡素合理化、相談対応や広報の充実を図ることにより、活動団体の応

募機会の確保及び便宜に努めること。 

イ 助成事業の事後評価を徹底し、その成果を、助成事業採択や基金事業運営の改善、助

成団体への指導助言に活かしていくとともに、評価の高い助成事例については、広く周

知を図ることにより、民間団体の活動の推進に資するとともに、有望な助成案件の把握

に努めること。 

ウ  助成先の団体や、他の資金助成を行う団体などと積極的に情報交換・意見交換を行う

とともに、基金による資金助成が真に必要な分野についての調査研究に努めること。 

 

 

４ 退職手当共済事業 

  退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神に基づ

き、社会福祉施設等に従事する職員について退職手当共済制度を確立し、もって社会福祉事

業の振興に寄与するため、以下の点に留意してその適正な実施に努めること。 

 

 業務の質の向上に関する事項 

ア  退職手当金の給付事務の効率化により、請求書の受付から給付までの平均所要期間を

中期目標期間中に７５日以内に短縮すること。 

イ  提出書類の簡素化等により、利用者の手続き面での負担の軽減に努めること。 

ウ  業務委託先への業務指導を徹底することにより、窓口相談、届出受理の機能強化を図

ること。 

 

 

５ 心身障害者扶養保険事業 

  心身障害者扶養保険事業（以下「扶養保険事業」という。）については、地方公共団体が実

施する心身障害者扶養共済制度（以下「扶養共済制度」という。）によって地方公共団体が加

入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する業務を安定的に行うことにより、心身障

害者の保護者の不安を解消し、保護者死亡後の心身障害者の生活安定に寄与することを目的

とし、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めること。 

  また、扶養保険事業の財務状況について、加入者等に対し定期的に公表すること。 

  なお、中期目標期間の出来るだけ早い時期に事業が見直されるものとすること。 



 

 

（１）業務運営の効率化に関する事項 

扶養保険資金の運用については、市場動向を考慮し、中期目標期間中において、安全性

を重視した運用に努めること。 

（２）業務の質の向上に関する事項 

心身障害者及びその保護者に対するサービスの向上を図るため、扶養共済制度を運営す

る地方公共団体と相互の事務処理が適切になされるように連携を図ること。 

 

 

６ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管理を

行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民間団体に対して全国規模での共通の基盤を提供

することにより情報交換の推進を支援し、併せて福祉・介護及び保健医療サービスの利用者

に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めること。 

（１）業務運営の効率化に関する事項 

福祉及び保健医療情報の利用者ニーズに対応するため、効率的な情報提供基盤の整備及

び活用に努めること。 

（２）業務の質の向上に関する事項 

ア  福祉及び保健医療情報の総合的な情報窓口として、網羅的かつ速やかな情報提供と内

容の充実に努めること。 

イ  利用者の利便性の向上を図るとともに、ＷＡＭ ＮＥＴの利用促進策を積極的に講じ、

中期目標期間中に年間アクセス件数７００万件以上、利用機関登録数５万件以上を達成

すること。 

ウ  情報更新や内容確認の頻度を高めることにより、提供情報が正確で最新の内容となる

よう努めること。 

 

 

７  年金担保貸付事業 

  年金担保貸付事業については、公的年金の受給者に対し、その受給権を担保にする特例措

置として低利で小口の資金を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安定を支援すること

を目的として、以下の点に留意してその適正な事業実施に努めること。 

  また、業務運営に当たっては、利用者の利便性に配慮するとともに、年金受給者にとって

無理のない返済となるよう配慮した運用に努めること。 

（１）業務運営の効率化に関する事項 

年金担保貸付事業における業務運営コストを分析し、その増加を抑制するとともに、貸

付金利の水準に適切に反映することにより、安定的で効率的な業務運営に努めること。 

（２）業務の質の向上に関する事項 

ア  年金担保貸付制度の周知を図るとともに、受託金融機関の窓口等における利用者への

適切な対応に努めること。 

イ  事務処理方法の見直し等により、借入申込みから貸付実行までの期間を、平成１５年

度（概ね４週間）に対し、１週間（事務処理日数５日）短縮することを目指すこと。 



 

 

 

 

８ 労災年金担保貸付事業 

  労災年金担保貸付事業については、労災年金の受給者に対し、その受給権を担保にする特

例措置として低利で小口の資金を貸し付けることにより、労災年金受給者の生活を援護する

ことを目的として、以下の点に留意してその適正な事業実施に努めること。 

また、業務運営に当たっては、年金担保貸付事業と併せて実施するというメリットを活か

して効率的な業務運営に努めること。 
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９  承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、回収金が国への納付により年金給

付の財源となることを踏まえ、以下の点に留意してその適正な業務実施に努めること。 

（１）適切な債権管理に関する事項 

年金住宅融資等債権について、貸付先の財務状況等の把握及び分析、担保物件及

び保証機関又は保証人の保証履行能力の評価等を適時に行うことにより、適切な債

権管理に努めること。 

（２）着実な債権回収に関する事項 

年金住宅融資等債権について、適時的確に回収を行うことにより、延滞債権の発

生の抑制に努めること。 

また、延滞債権について、貸付先に対する督促、保証機関又は保証人に対する保

証履行請求及び担保物件の処分等を適切に行うことにより、早期の債権回収に努め

ること。 

なお、国民年金の被保険者等に対して住宅金融公庫による住宅融資と併せて行わ

れた年金住宅融資に係る債権に関し、平成１９年４月１日に設立される独立行政法

人住宅金融支援機構が行う債務保証及び当該債権の一部の譲受けについては、独立

行政法人住宅金融支援機構による債務保証の仕組みを維持するために必要な範囲内

で債権譲渡を行うことに留意して、適切に対処すること。 

 

 

１０  承継教育資金貸付けあっせん業務 

承継教育資金貸付けあっせん業務については、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金



 

 

融公庫から小口の教育資金の貸付けを受けようとする年金被保険者に対して、当該貸付

けを受けることについて国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行

うことにより、年金被保険者の福祉の増進に寄与することを目的として、制度の周知を

図ること及び制度に関する照会等に適切に対応することに留意して、その適正な業務実

施に努めること。 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

   通則法第２９条第２項第４号の財務内容の改善に関する目標は、次のとおりとする。 

 

１ 運営費交付金以外の収入の確保 

  運営費交付金を充当して行う事業については、それぞれの事業目的を損なわない範囲で、

利用者負担その他の自己収入を確保することに努めること。 

 

２ 貸付原資についての自己資金調達の拡大 

  福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業において、財投機関債の発行等自己資金調達の拡

大に努めること。 

 

３  貸付事業におけるリスク管理の徹底 

（１）リスク管理債権の適切な処理 

福祉医療貸付事業については、審査業務におけるリスク把握手法の改善を図るとともに、

債権管理業務における貸付先のフォローアップやリスク債権の管理の徹底、債権の保全方

法の改善等を図ることにより、貸付残高に対するリスク管理債権の額の比率が中期目標期

間中２.０％を上回らないように努めること。 

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業については、信用保証制度等を活用するこ

とにより、貸倒れリスクの抑制に努めること。 
（２）適切な資産負債管理（ＡＬＭ）の実施 

福祉医療貸付の原資についての自己資金調達の拡大による金利リスクの拡大が予測され

るなか、健全な財務構造を維持するため、ＡＬＭ（資産負債管理）システムを活用して、

調達や運用のポートフォリオを設定すること。 

 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

   通則法第２９条第２項第５号のその他業務運営に関する重要目標は、次のとおりとする。 

 

  人事に関する事項 

    職員の専門性を高め、その勤務成績を考慮した人事評価を実施するとともに、業務の量・

質に対応した適正な人員配置を行うこと。 

 




